
【歳入】

地方消費税交付金 総額 155,114 千円

・ 一般財源分 89,192 千円

・社会保障財源化分 65,922 千円

【歳出】

総額 1,353,254 千円

(単位：千円)

国(県)
支出金

起債 その他

　地方消費税
　交付金
　(社会保障
　 財源化分)

その他

福祉医療給付事業 50,285 14,435 2,411 33,439

障害者福祉事業 206,009 140,567 300 4,381 60,761

高齢者福祉事業 72,800 3,988 1,258 4,544 63,010

児童福祉事業 192,420 86,655 43,186 4,209 58,370

母子福祉事業 10,665 1,286 631 8,748

小　　　計 532,179 246,931 0 44,744 16,176 224,328

国民健康保険特別会計繰出金 116,967 43,616 4,934 68,417

後期高齢者医療特別会計繰出金 154,216 23,042 8,823 122,351

介護保険事業特別会計繰出金 125,729 1,391 7,387 7,866 109,085

小　　　計 396,912 68,049 0 7,387 21,622 299,854

健康増進事業 13,916 1,434 2,932 642 8,908

がん検診等事業 3,336 504 190 2,642

病院事業会計繰出金 382,770 25,745 357,025

古海診療所特別会計繰出金 1,497 101 1,396

予防対策事業 17,468 1,175 16,293

母子保健事業 5,176 1,151 271 3,754

小　　　計 424,163 2,585 0 3,436 28,124 390,018

1,353,254 317,565 0 55,567 65,922 914,200

※２ 　 上記経費については、事務費及び職員の職員給与費等を除いている。

地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当状況

　地方消費税交付金のうち消費税引上げに伴う増収分については、「消費税法第１条第２項に規定
する経費（年金、医療、介護、少子化対策）その他の社会保障施策（社会福祉、社会保険、保健衛
生に関する施策）に要する経費に充てるものとする」とされています。

　令和元年度信濃町一般会計決算における社会保障施策経費への充当状況については、下記の
とおりです。

財 源 内 訳
特 定 財 源  一 般 財 源

合　　　計

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる
社会保障施策に要する経費

区    分
令和 元 年 度
決 算 額

社
会
福
祉

社
会
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険

※１ 　 地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、「社会保障４経費」（制度として確立された年
金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費）に
係る事業へ按分し充当している。

保
健
衛
生


